
資料５

富士町コミュニティバスの運行内容変更について

令和７年２月３日

佐賀市地域公共交通協議会

第３号議案



１．北山中原エリア(麻那古方面９便)の運行内容変更について
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本協議会での協議事項



【運行開始】令和２年４月
【導入経緯】昭和バス路線再編申出に伴い、平成３１年４月、地域に合った新たな公共交通を

導入するため、自治会、PTA、育友会、高校生保護者代表、民生・児童委員、
社会福祉協議会、小中学校長などの代表をメンバーとする、「富士町公共交通
検討会議」を設置し、乗降調査やアンケート結果をもとに、様々な課題を検討し、
富士町コミュニティバスの運行を開始した。

【運行形態】朝夕：主に定時定路線型バス（通学に使われるため、予約不要）
日中：主に予約制寄り道バス（予約があったときに、予約があった区間を運行）

【運行主体】タクシー事業者３社（㈲松原タクシー、㈱佐賀タクシー、中央タクシー㈱ ）
バス事業者１社（ロイヤル観光㈱）
※市と各運行事業者で締結した協定により、それぞれの運行事業者が自主的に
運行。国庫補助も受けながら市が運行経費への補助を行っている。

富士町コミュニティバスについて

①市川・杉山エリア

②循環線エリア

③北山中原エリア

④北山東部エリア

富士

支所前
バス停

大和・
佐賀駅方面へ

昭和バス「古湯線」

富士支所前バス停で昭和バス「古湯線」と接続

町内を４エリアに分けて運行 資料５－１参照

㈲松原タクシー、ロイヤル観光㈱ (平日：22便、土曜12便)

㈲松原タクシー、ロイヤル観光㈱ (平日：12便、土曜7便)

㈱佐賀タクシー、ロイヤル観光㈱ (平日：18便、土曜13便)

中央タクシー㈱ (平日：12便、土曜7便) 2



【富士町コミュニティバスの利用目標】

●定時定路線・・・１便１人 ※空便をなくす

●予約制バス・・・設定便数に対する予約率(運行率)30％

●寄り道バス停・・・7日間あたりの平均利用者 片道１人
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富士町コミュニティバスの利用目標について
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４年間で延べ92,599人が利用
〈利用者数内訳〉
・小学生以下 47.1％
・中高大生 39.3％
・大人 2.5％
・シルバーパス 11.1％

令和２年度～令和５年度の利用実績について
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小学生以下 中高大生 大人 シルバーパス 合計

令和6年度 7,297人 4,064人 217人 1,418人 12,996人

大人

217人

1.7％シルバーパス

1,418人

10.9％

中高大生

4,064人

31.3％

小学生

7,297人

56.1％

令和6年4月～11月で延べ１２，９９６人が利用
(前年同期比14％減)

〈利用者数内訳〉
・小学生以下 56.1％
・中高大生 31.3％
・大人 1.7％
・シルバーパス 10.9％

令和６年度(４月～１１月)の利用実績について
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【富士町コミュニティバス運行経費等】

富士町コミュニティバスの運行経費等について

※4月～9月の額

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度※

①運行経費 60,026千円 59,802千円 60,066千円 58,784千円 30,509千円

②運行収入 5,650千円 5,805千円 5,381千円 5,166千円 3,132千円

③国庫補助 8,663千円 13,581千円 12,157千円 9,721千円 10,063千円

④市負担
(①-②-③) 45,713千円 40,416千円 42,528千円 43,897千円 17,314千円
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富士町コミュニティバスについては、現在、国の地域公共交通確保維持改
善事業費補助金(フィーダー補助)の適用を受けながら運行

補助要件：予約制運行率：30％、定時定路線：1便1人

⇒利用目標として設定し、利用促進活動に取り組んでいるが目標未達成の
便が存在

国のフィーダー補助による財源確保は、コミュニティバスを運行するうえで
重要

⇒国のフィーダー補助の継続的な活用に向け、必要に応じ運行内容を見直
すとともに、利用促進に取り組むことで、富士町コミュニティバスの確保
維持に努めていく。
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【市川エリア】

富士町コミュニティバスの利用実績について

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度※

定時定路線
利用者

5,422人 5,325人 4,543人 5,248人 2,656人

予約制寄り道
バス利用者

901人 1,204人 1,070人 957人 497人

定時定路線
１便平均人数

5.5人 6.0人 5.1人 6.0人 4.5人

予約制寄り道
バス運行率

25.0％
(525便運行/
2,096便中)

31.2％
(677便運行/
2,171便中)

30.4％
(661便運行/
2,171便中)

24.4％
(510便運行/
2,088便中)

23.8％
(328便運行/
1,379便中)

達成

達成

達成 達成 達成 達成

達成

※4月～11月の利用者数



【杉山エリア】
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項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度※

定時定路線
利用者

1,171人 - - - -

予約制寄り道
バス利用者

114人 1,658人 2,117人 2,095人 1,922人

定時定路線
１便平均人数

1.0人 - - - -

予約制寄り道
バス運行率

2.9％
(71便運行/
2,440便中)

13.5％
(490便運行/
3,623便中)

13.2％
(480便運行/
3,623便中)

13.7％
(478便運行/
3,495便中)

17.8％
(410便運行/
2,309便中)

達成

※4月～11月の利用者数



【循環線エリア】
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項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度※

定時定路線
利用者

6,184人 5,409人 4,159人 4,307人 2,585人

予約制寄り道
バス利用者

473人 540人 491人 652人 399人

定時定路線
１便平均人数

3.6人 3.1人 2.4人 2.6人 2.4人

予約制寄り道
バス運行率

19.4％
(313便運行/
1616便中)

26.8％
(423便運行/
1,581便中)

21.8％
(345便運行/
1,581便中)

26.8％
(423便運行/
1,580便中)

24.9％
(263便運行/
1,057便中)

達成達成達成達成達成

※4月～11月の利用者数



【北山中原エリア】
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項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度※

定時定路線
利用者

3,324人 3,328人 2,977人 2,326人 1,499人

予約制寄り道
バス利用者

3,976人 4,493人 4,184人 3,920人 2,324人

定時定路線
１便平均人数

2.3人 2.0人 1.8人 1.4人 1.3人

予約制寄り道
バス運行率

34.8％
(1,154便運行
/3,316人便中)

34.2％
(1,147便運行
/3,349便中)

32.0％
(1,065便運行
/3,333便中)

31.0％
(1,031便運行/
3,331便中)

28.1％
(630便運行/
2,239便中)

※4月～11月の利用者数

達成

達成 達成 達成 達成達成

達成 達成 達成



【北山東部エリア】
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項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度※

定時定路線
利用者

- - - - -

予約制寄り道
バス利用者

1,691人 2,572人 3,591人 2,177人 1,114人

定時定路線
１便平均人数

- - - - -

予約制寄り道
バス運行率

22.4％
(718便運行/
3,212便中)

22.3％
(767便運行/
3,434便中)

23.1％
(789便運行/
3,422便中)

20.3％
(667便運行/
3,291便中)

19.5％
(425便運行/
2,184便中)
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【変更したい便】
北山中原エリア 麻那古方面 ９便(富士支所前20：35発)の時刻を1５分

早めたい。

【変更理由】
コミュニティバスと接続する昭和バスのダイヤが令和５年１０月の改正
により、富士支所前に到着する時刻が早くなり(７分繰上(２０:２７→
２０：２０))、当該バスと接続するコミュニティバスの発車時刻までの待
ち時間が長くなったため。

運行事業者(ロイヤル観光㈱)と協議を行い、次のとおり対応したい。

北山中原エリア 麻那古方面９便を１５分早めて運行する。

※コミュニティバス利用者の利便性の向上を図る。

１．北山中原エリア（麻那古方面9便）の運行内容変更について

協議
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現行

【昭和バス古湯線】
富士支所前20：20着

【コミュニティバス
北山中原エリア麻那古方面】
富士支所前20：35発～
麻那古21：04着

接続

変更後

接続

【コミュニティバス
北山中原エリア麻那古方面】
富士支所前20：20発～
麻那古20：49着
※コミュニティバスは、
昭和バスの到着を待って出発

※富士町コミュニティバス北山中原エリア麻那古方面平日時刻表 資料５-2 のとおり

※15分早める。

【変更予定日】令和７年４月１日から

【昭和バス古湯線】
富士支所前20：20着



運行内容変更等に伴う運行計画（案）

〇一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画
変更届出書

申請者： ロイヤル観光株式会社
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